
 帯広市宿泊施設受入環境整備支援補助金交付要綱を次のように定める。 

令和８年４月１日 

帯広市長 米 沢 則 寿    

帯広市宿泊施設受入環境整備支援補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、国内外からの宿泊客の快適性や利便性向上を図るため、宿泊施設の受入環境整

備に要する経費を支援する帯広市宿泊施設受入環境整備支援補助金（以下「補助金」という。）の

交付に関し、帯広市補助金等交付要綱（昭和59年告示第152号。以下「補助金要綱」という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱で使用する用語は、帯広市宿泊税条例（令和７年条例第９号）で使用する用語の例

による。 

（補助対象者） 

第３条 補助金交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当

する者とする。 

⑴ 帯広市内の宿泊施設において旅館業又は住宅宿泊事業を営んでいること。 

  ⑵ 帯広市宿泊税条例第９条第１項の規定に基づく申告をしていること。 

⑶ 市税を滞納していないこと。 

⑷ 会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生又

は更生手続を行っていないこと。 

⑸ 帯広市暴力団排除条例（平成25年条例第29号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に

規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者が帯広市内

に所在する宿泊施設において実施するものであって、次の各号のいずれかに該当する事業とする。 

 ⑴ 外国人宿泊客対応力強化 

 ⑵ 災害対応力強化 

 ⑶ デジタル化 

 ⑷ バリアフリー化 

（補助対象経費） 

第５条 補助金交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業に係る物

品購入費又は設置費等とする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。 

⑴ 使途、単価又は規模等の確認ができないもの 

⑵ 補助対象者以外の名義により支払われているもの 

⑶ 機器更新又は原状回復に係るもの 

  ⑷ 通信費又は電気代等の経常的経費 

 ⑸ リース料又はレンタル料 

⑹ 消費税及び地方消費税相当額 

  ⑺ 振込手数料 

⑻ 国、地方公共団体又は公共的団体等が実施する補助制度等による補助金額 

⑼ その他市長が不適当と認めるもの 

２ 前項に規定する経費は、第８条の規定による交付決定の日から市長が別に定める期日までに要し

たものとする。 

（補助金額の算定方法） 

第６条 補助率及び１宿泊施設あたりの上限額は、別表のとおりとする。ただし、予算の範囲内とす

る。 

２ 補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額の合計に前項に定める補助率を乗じ

た額と前項に定める１宿泊施設あたりの上限額を比較して、いずれか低い額とする。ただし、算出

された合計額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 

 



（補助金の交付申請） 

第７条 補助対象者は、補助金の交付申請をしようとするときは、市長に対し、帯広市宿泊施設受入

環境整備支援補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。 

⑴ 事業概要書（様式第２号） 

⑵ 誓約書（様式第３号） 

⑶ 資金収支計画書（様式第４号） 

⑷ 旅館業法に基づく営業許可証の写し（旅館、ホテル又は簡易宿所を営む場合）又は住宅宿泊事

業法第13条の標識の写し（住宅宿泊事業を営む場合） 

⑸ 見積書の写し 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

２ 補助金の申請期間は、市長が別に定める期間とする。 

３ 補助対象事業の着手は、補助金の交付決定の通知を受けて行うものとする。 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条第１項に規定する補助金の交付申請があったときは、交付申請書等の内容を審

査した上で、補助金交付の可否を決定し、帯広市宿泊施設受入環境整備支援補助金交付決定通知書

（様式第５号）又は帯広市宿泊施設受入環境整備支援補助金不交付決定通知書（様式第６号）によ

り、当該申請を行った補助対象者（以下「補助事業者」という。）に通知するものとする。 

（交付の条件） 

第９条 市長は、前条による補助金の交付決定をする場合は、帯広市宿泊施設受入環境整備支援補助

金交付決定通知書（様式第５号）に定める交付の条件を付すものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すること

ができる。 

（申請の取下げ） 

第10条 補助事業者は、第８条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交

付の決定又はこれに付された条件に対して不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内

に帯広市宿泊施設受入環境整備支援補助金交付申請取下書（様式第７号）により、申請の取下げを

することができる。 

（補助事業の内容の変更） 

第11条 補助事業者は、第８条の規定により補助金の交付の決定があった事業（以下「補助事業」と

いう。）の内容を変更しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる書類を市長に提出して承

認を受けなければならない。 

⑴ 帯広市宿泊施設受入環境整備支援補助事業変更承認申請書（様式第８号） 

⑵ その他、補助金の内容の変更に必要とされるもの 

２ 市長の承認は、帯広市宿泊施設受入環境整備支援補助事業変更承認通知書（様式第９号）による

ものとする。 

３ 第１項の補助事業の内容を変更しようとする場合であっても、次に掲げる補助事業の目的の変更

を伴わない軽微な変更については、この限りでない。 

⑴ 補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、その変更が補助目的の達成により効率的である

場合 

⑵ 交付の決定の際における補助対象経費の総額の30パーセント以内の減少の場合 

４ 補助事業の内容の変更に伴い、補助対象経費が増額となった場合でも、第８条において交付決定

した補助金額は変更しない。 

５ 補助事業の内容の変更に伴い、補助対象経費を減額した場合には、減額後の補助対象経費をもっ

て第６条の規定を適用する。 

（事業の中止等） 

第12条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ帯広市宿泊施

設受入環境整備支援補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第10号）を市長に提出し、承認を受け

なければならない。 

２ 市長の承認は、帯広市宿泊施設受入環境整備支援補助事業中止（廃止）承認通知書（様式第11号）

によるものとする。 



（事業遅延等の報告） 

第13条 補助事業者は、補助事業が期限までに完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難になった

ときは、帯広市宿泊施設受入環境整備支援補助事業執行遅延（不能）報告書（様式第12号）により

速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

（状況報告等） 

第14条 市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対

して当該補助事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員に調査させることができる。 

（実績報告） 

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（第12条の規定による廃止の承認を受けたときを含

む。）は、当該補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から30日以内又は当該年度の１

月末日（土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日に当

たるときは、その翌日）までのうち、いずれか早い日までに帯広市宿泊施設受入環境整備支援補助

事業実績報告書（様式第13号）に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業実績書（様式第14号） 

⑵ 補助金等精算書（様式第15号） 

⑶ 事業精算書（様式第16号） 

⑷ 支払った経費の事実を証明する領収書等 

⑸ その他市長が別に指示する書類 

（補助金の額の確定等） 

第16条 市長は、前条の報告を受けた場合には、当該報告に係る補助事業の実施結果が交付決定の内

容及びこれに付した条件等に適合するものであることを審査し、適正であると認めるときは、交付

すべき補助金の額を確定し、当該報告を受けた日から、原則として20日以内に帯広市宿泊施設受入

環境整備支援補助金額確定通知書（様式第17号）により、補助事業者に通知するものとする。 

２ 前項に定める審査において、市長は、必要に応じ現地調査を行い、補助事業者は、当該調査に協

力しなければならない。 

３ 審査の結果、補助対象経費が増額となった場合でも、第８条において交付決定した補助金額を変

更しない。 

４ 審査の結果、補助対象経費が減額した場合には、減額後の補助対象経費をもって第６条の規定を

適用する。 

５ 第11条の規定による補助事業の内容の変更に係る承認を受けずに支出した経費については、原則、

補助対象経費から減額する。 

（補助金の交付） 

第17条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定したのち、交付するものとする。 

（是正のための措置） 

第18条 市長は、報告を受けた補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合

しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを補助

事業者に対して命ずることができる。 

（交付決定の取消し等） 

第19条 市長は、次の各号に掲げる場合には、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更す

ることができる。 

⑴ 補助事業者が、この補助金を他の用途に使用したとき、又は正当な理由がないのにこの補助金

を使用しないとき。 

⑵ 補助事業者が、虚偽の申請又は虚偽の実績報告によりこの補助金を過大に請求し、又は受領し

た場合 

⑶ 補助事業者が、補助事業に関して不正に他の補助金等を重複して受領した場合 

⑷ 補助事業者が、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）

を、あらかじめ市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供した場合 

⑸ 誓約書（様式第３号）の誓約事項に反した場合 

⑹ 補助事業者が、前各号に掲げる場合のほか、補助事業等に関して、この補助金の交付の決定の



内容若しくはこれに付した条件その他法令若しくはこれに基づく市長の処分に違反したとき、又

は不正な行為をした場合 

２ 市長は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助

金があるときは、期限を付して補助金の全部又は一部の返還を命ずる。 

３ 市長は、補助金の返還を命じ、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、

当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）

につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金の納付を命ずるものとする。 

４ 市長は、補助金の返還を命じ、これを補助事業者が納期限までに納付しなかったときは、納期限

の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納付額（その一部を納付した場合におけるその後

の期間については、その納付金額を控除した額）につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金

の納付を命ずるものとする。 

５ 本条の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用がある

ものとする。 

（財産の管理及び処分の制限） 

第20条 補助事業者は、取得財産等については事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管

理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。 

２ 取得財産等のうち、補助金要綱第21条第４号及び第５号に規定する市長が定める処分制限財産は、

取得価格又は効用の増加価格が10万円以上の財産とする。 

３ 補助事業者は、前項の処分制限財産について台帳を設け、保管状況を明らかにしなければならな

い。 

４ 補助事業者は、第２項の処分制限財産について、補助事業の完了の年の翌年から起算して「減価

償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和40年大蔵省令第15号）で定める耐用年数を経過するこ

ととなるまでの期間において、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取

り壊し、又は担保に供しようとする（以下「取得財産等の処分」という。）ときは、あらかじめ帯

広市宿泊施設受入環境整備支援補助金取得財産等処分申請書（様式第18号）により、市長の承認を

受けなければならない。 

５ 市長は、前項の規定により、補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、

その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。 

（帳簿及び書類の備付け） 

第21条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、当該補助事業に要した経費とそれ以

外の経費とを区別することができるよう整理し、かつ、これを補助事業の完了の日の属する年度の

翌年度から５年間保存しなければならない。ただし、処分を制限された取得財産等がある場合で当

該制限された期間が帳簿及び書類を保存すべき期間を超えるときは、当該財産の処分を制限された

期間保存しなければならない。 

（その他） 

第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。



別表（第６条関係） 

区分 客室数 １宿泊施設あたりの上限額 補助率 

旅館業を営む者 １～30 室 20 万円 

２分の１以内 

31～99 室 50 万円 

100 室以上 100 万円 

住宅宿泊事業を営む者 
一律 10 万円 

備考 この表中「客室数」とは、交付申請時点における帯広市宿泊税条例第９条第１項第３号に基

づく客室数をいう。 

  

 


